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日本労働運動の再建をかけ、１０４７名闘争と動労千葉に支援と連帯を 第１５号

裁
判
所
は
真
実
を
握
り
つ
ぶ
す
の
か
！

緊 
 
急

ア
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署
名
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万
筆
へ
全
⼒
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近
く
署
名
提
出
行
動
を
設
定

動労千葉　
鉄建公団　
訴訟控訴審 難波裁判

長 の結審策動許すな
葛西ＪＲ東

海会長を証人採用せよ
　

東
京
高
裁
で
２
月
27
日
、
解
雇
撤

回
・
Ｊ
Ｒ
復
帰
を
求
め
る
鉄
建
公
団

訴
訟
控
訴
審
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

な
ん
と
高
裁
の
難
波
裁
判
長
は
、

「
も
う
い
い
で
し
ょ
う
」
と
次
回
結

審
を
予
告
し
ま
し
た
。
２
回
目
の
口

頭
弁
論
で
の
こ
の
暴
言
で
す
。

　

１
審
で
は
、
原
告
で
あ
る
動
労
千

葉
の
９
人
が
当
初
は
採
用
候
補
者
名

簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
Ｊ
Ｒ
設
立
委
員
会
に
提
出
さ

れ
る
直
前
に
、葛
西
職
員
局
次
長（
現

Ｊ
Ｒ
東
海
会
長
）の
指
示
に
よ
っ
て
、

排
除
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

　

葛
西
証
人
の
採
用
な

し
に
控
訴
審
の
判
決
を

出
す
こ
と
は
絶
対
に
で

き
な
い
の
で
す
。「
解

雇
を
直
接
指
示
し
た
葛

西
の
証
言
が
聞
き
た
い
」。
こ
れ
は

１
０
４
７
人
の
被
解
雇
者
の
心
か
ら

の
思
い
で
す
。
東
京
高
裁
・
難
波
裁

判
長
は
、
誰
１
人
と
し
て
証
人
採
用

せ
ず
、
何
も
議
論
せ
ず
に
結
審
に
持

ち
込
み
、
１
審
６
・
29
判
決
の
転
覆

を
狙
っ
て
い
る
の
で
す
。
裁
判
所
は

真
実
を
握
り
つ
ぶ
す
の
か
。
葛
西
を

証
人
採
用
せ
よ
。

　

難
波
裁
判
長
は
国
鉄
分
割
・
民

営
化
の
す
べ
て
を
闇
に
葬
り
去
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
国
鉄
分
割
・
民
営

化
以
降
、
ど
れ
だ
け
の
労
働
者
が
解

雇
や
非
正
規
に
突
き
落
と
さ
れ
た
の

か
。
１
０
４
７
名
の
解
雇
撤
回
・
Ｊ

Ｒ
復
帰
を
め
ぐ
る
鉄
建
公
団
訴
訟
控

訴
審
は
、
一
気
に
重
大
な
局
面
に
入

り
ま
し
た
。

　

国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
闘
争

に
心
を
寄
せ
て
き
た
す
べ
て
の
皆
さ

ん
に
訴
え
ま
す
。〈
解
雇
撤
回
・
Ｊ

Ｒ
復
帰
を
求
め
る
東
京
高
裁
宛
の
署

名
〉
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
全
国
の

地
域
・
職
場
で
署
名
を
集
め
て
く
だ

さ
い
。
次
回
裁
判
は
５
月
８
日（
水
）

午
後
２
時
半
か
ら
８
２
４
法
廷
。

　

外
注
化
の
正
体
暴
く　

 

出
向
無
効

確
認
訴
訟

　

東
京
地
裁
で
同
日
、
外
注
化
に
伴
う
強
制
出
向

の
無
効
確
認
訴
訟
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

外
注
先
の
千
葉
鉄
道
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｔ
Ｓ
）
で

は
、
36
協
定
も
結
ば
ず
に
時
間
外
・
休
日
労
働
を

命
じ
る
違
法
行
為
が
続
い
て
い
ま
す
。
動
労
千
葉

の
追
及
に
対
し
Ｃ
Ｔ
Ｓ
は
「
協
定
を
結
ば
な
い
な

ら
事
業
所
を
廃
止
す
る
」と
開
き
直
っ
て
い
ま
す
。 　

法
廷
で
こ
の
こ
と
を
追
及
す
る
と
Ｊ
Ｒ
側
代
理

人
は「（
Ｃ
Ｔ
Ｓ
の
問
題
は
）Ｊ
Ｒ
に
は
関
係
な
い
」

と
言
い
放
ち
ま
し
た
。
Ｃ
Ｔ
Ｓ
へ
の
出
向
を
命
じ

た
の
は
Ｊ
Ｒ
で
は
な
い
の
か
。
Ｊ
Ｒ
は
一
切
責
任

を
と
ら
ず
、
労
働
者
を
無
法
地
帯
へ
突
き
落
と
す

外
注
化
の
正
体
に
怒
り
の
弾
劾
が
た
た
き
つ
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

次
回
裁
判
は
、
同
じ
く
５
月
８
日
（
水
）
午
後

１
時
５
分
か
ら
５
２
７
法
廷
。


